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鹿児島県における廃棄物焼却炉からの

ダイオキシン類の排出状況について＊
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要 旨

２０００年１月にダイオキシン類対策特別措置法（以下「法」という。）が施行されてから７
年が経過するが，法施行後のダイオキシン類排出削減の効果等を検証することは重要であ
る。そこで，ダイオキシン類の主要な発生源である廃棄物焼却炉について，２０００～２００５年
度に設置者が自主測定したダイオキシン類測定データ等に基づいて，鹿児島県における廃
棄物焼却炉からのダイオキシン類の年間排出量を推計した。また，２００４年度に自主測定さ
れたデータを使用して，焼却炉の設置年度や焼却能力，種類，集塵方法等の属性の相違と
ダイオキシン類の排出濃度との関係等について，それぞれ比較検討した。その結果，以下
の法規制による排出削減の効果が認められた。
�本県における廃棄物焼却炉からのダイオキシン類の年間排出量は，２０００年度を基準に
すると２００５年度は約８５％削減されており，全国とほぼ同レベルの排出量削減の効果が
確認された。
�設置年度が２００１年度以降の廃棄物焼却炉は，２０００年度以前に設置されたものよりもダ
イオキシン類濃度が明らかに低い値を示し，法規制の効果が認められた。
�焼却能力が２０００kg/h以上の廃棄物焼却炉は，２０００kg/h未満のものに比べダイオキシ
ン類の排出濃度は低い値を示し，より厳しい排出基準が適用されていることを反映し
ていると考えられる。
�産業廃棄物焼却炉に比べて比較的焼却能力の大きい一般廃棄物焼却炉の方が，ダイオ
キシン類の排出濃度は約１�２程度低い値を示した。

1. は じ め に

環境省の推計によると，わが国における事業活

動に伴い排出されるダイオキシン類排出量は，

２０００年に法が施行された後，全国的に減少してき

ている１，２）。一方，ダイオキシン類の主要な排出

源である廃棄物焼却炉の設置者は，法第２８条の規

定に基づき年１回以上排出ガス中のダイオキシン

類濃度を測定（以下，「自主測定」という。）し，そ

の結果を知事に報告することが義務づけられてい

るが，県単位の自主測定データについても，法規
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制により具体的にどのような排出削減の効果が

あったかを検証しておくことは重要である３）。そ

こで，本報告では，まず２０００～２００５年度の自主測

定データ等に基づいて，本県における廃棄物焼却

炉からのダイオキシン類年間排出量を推計し，次

に２００４年度の自主測定データを使用して，廃棄物

焼却炉の属性（設置年度，焼却能力，焼却炉の種

類及び集塵方法）の相違とダイオキシン類排出濃

度レベルとの関係等について比較検討した。

2. 調 査 方 法
2.1 使用データ

排出ガス中のダイオキシン類濃度は，一部県が

調査した分を除き，２０００～２００５年度の自主測定

データを用いた。

なお，焼却炉の属性（設置年度，焼却能力，焼

却炉の種類及び集塵方法等）に関する情報は，法

に基づく特定施設設置届出に依拠した。
2.2 調査項目および調査方法

�ダイオキシン類：法に規定するポリ塩化ジベ
ンゾ―パラ―ジオキシン（以下，「PCDDs」とい

う。），ポリ塩化ジベンゾフラン（以下，「PCDFs」

という。）およびコプラナーポリ塩化ビフェニル

（以下，「Co―PCBs」という。）の測定結果を用いた。

�年間排出量：以下の計算式に示す環境省が
行ったダイオキシン類排出量の推計方法に準拠し

た４）。ただし，自主測定結果が未報告の焼却炉に

ついては，排出量を過小評価しないよう施設規模

別の全国平均年間排出量を用いて補正した。

年間排出量（g―TEQ／年）＝排出ガス濃度実測値

（ng―TEQ/m３N）×日排出ガス量（m３N／日）×月使

用日数（日／月）×年間稼働月数（月）×１０－９

�廃棄物焼却炉の属性による検証：法規制が一
段落した後の２００４年度自主測定データを用いて，

廃棄物焼却炉の属性（設置年度，焼却能力，焼却

炉の種類及び集塵方法）の相違とダイオキシン類

排出濃度との関係を比較検討した。

3. 結果および考察
3.1 年度別自主測定データの概要

県に報告された２０００～２００５年度のダイオキシン

類の自主測定データの概要を表 1に示す。各年

度とも全廃棄物焼却炉の９０％以上について報告が

なされている。排出濃度の平均値は２００２年度を境

に，それ以前に比べ約７０～８０％程度減少し，その

後ほぼ横ばいで推移している。
3.2 年間排出量の推計

本県における年度別のダイオキシン類年間排出

量の推計結果を図 1に示す。また，本県と全国

との年間排出量を比較した結果を表 2に示す。

一般廃棄物焼却炉と産業廃棄物焼却炉を合計し

た年間排出量は，法規制当初の２０００年度から２００２

年度にかけて大幅に減少し，その後ほぼ横ばいで

推移している。本県の２００５年度の削減率は対２０００

年度比で８４．７％となっており，全国の削減率約

９０％に比べ若干低いものの，法規制の効果が認め

られた。なお，本県の２００５年度の排出量３．４g―TEQ

は全国の約１．５％に相当する。

なお，２００５年度の一般廃棄物焼却炉および産業

表 1 自主測定データの概要（単位：ng―TEQ/m3N）

年度 ２０００ ２００１ ２００２ ２００３ ２００４ ２００５

排
出
濃
度

最大値 ５４ １５０ １４ １４ ３３ ４２

最小値 ０ ０．０００００１ ０ ０ ０ ０

平均値 ４．５ ５．０ １．１ ０．８ １．２ １．０

設置炉数 １８１ １９６ １６３ １６５ １７３ １７２

表 2 全国の年間排出量との比較（単位：g―TEQ／年）

年度 ２０００ ２００１ ２００２ ２００３ ２００４ ２００５

鹿児島県 ２２．１ １３．０ ５．７ ２．７ ４．０ ３．４

対２０００年度
削減率（％）

― ４１．２ ７４．１ ８７．９ ８１．７ ８４．７

全国＊
２１１８～
２２４９

１６８７～
１７９９

７４７～
７７０

２１８～
２４３

２１１～
２３０

２０９～
２３１

対２０００年度
削減率（％）

―
１５．１～
２５．０

６３．６～
６６．８

８８．５～
９０．３

８９．１～
９０．６

８９．１～
９０．７

＊環境省の推計４）をもとに算出した値

図 1 ダイオキシン類年間排出量の推移（鹿児島県）
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廃棄物焼却炉の排出量は，対２０００年度比で一般廃

棄物焼却炉が８６．９％，産業廃棄物焼却炉が８０．３％

削減されており，一般廃棄物焼却炉の削減率がや

や上回っている。
3.3 焼却炉の属性による検証

２００４年度の自主測定データを使用して，設置年

度や焼却能力，焼却炉の種類，集塵方法などの焼

却炉の属性の相違とダイオキシン類排出濃度との

関係を比較検討し，法規制の効果を検証した。
3.3.1 設置年度別ダイオキシン類排出濃度

一般廃棄物焼却炉と産業廃棄物焼却炉の設置年

度別のダイオキシン類排出濃度の平均値を図 2

に示す。１９７１～２０００年度に設置された一般廃棄物

焼却炉の排出濃度は，０．８５ng―TEQ/m３N前後のレ

ベルであるが，２００１年度以降に設置されたものは

０．３５ng―TEQ/m３Nと約２分の１に減少している。

産業廃棄物焼却炉については，２００１年度以降に設

置されたものが０．１２ng―TEQ/m３Nと明らかに低い

値を示した。

一般廃棄物と産業廃棄物を合計した排出濃度の

平均値は，２００１年度以降に設置されたものが０．２

ng―TEQ/m３Nとなっており，明らかに低い値を示

した。この要因として，２００２年度に法に基づく排

出規制が一段と強化され，構造的にダイオキシン

類排出抑制の進んだ焼却炉が普及したことが考え

られる。
3.3.2 焼却能力別ダイオキシン類排出濃度

一般廃棄物焼却炉と産業廃棄物焼却炉のそれぞ

れについて，焼却能力別のダイオキシン類排出濃

度の平均値を図 3に示す。一般廃棄物焼却炉に

ついては焼却能力別の排出濃度に大差が生じてい

ないが，産業廃棄物焼却炉については２０００kg/h

を超える能力を有する焼却炉がもっとも低い値を

示し，次に１００～２００kg/hのものが低かった。２０００

kg/h以上の高い焼却能力を有する施設について

は，より厳しい排出基準が適用されていることを

反映していると考えられる。

なお，焼却能力が１００～２００kg/hのものが，２００

～２０００kg/hのものより排出濃度が低いのは，以

下の複雑な法規制の経緯が関係していると考えら

れる。

廃棄物焼却炉に係るダイオキシン類の排出規制

は，経過措置を経て現在は表 3のとおりとなっ

ている。また，１９９７年１２月２日以降に設置された

２００kg/h以上の焼却炉は，設置許可を要するとと

もに，２０００年１月１５日に施行された法に基づく排

出基準も既設炉に比べて２倍厳しくなっている。

そこで廃棄物焼却炉の設置時期を焼却能力別に

調べたところ，表 4に示すとおり１００～２００kg/h

の６９焼却炉（うち産業廃棄物焼却炉５６炉）のうち

７５％に相当する５２炉（うち産業廃棄物焼却炉４５炉

（８０％））が１９９７年１２月２日以降に設置されたもの

であった。これらの廃棄物焼却炉は，１９９７年の廃

棄物処理法の改正に伴いダイオキシン類対策の進

んだ構造基準，維持管理基準が適用されている。

当該規模の新設炉が普及した最大の理由は，１９９７

年１２月１日以前は届出対象であった焼却能力２００

～２０００kg/hの既設炉の設置者が，改正された廃

棄物処理法の厳しい規制基準を満たすように施設

を改修するよりも，法的手続き等の簡便な許可不

図 2 設置年度別ダイオキシン類排出濃度

注）横軸の括弧書きの数値は各項目の炉数を表す。以
下，同様に示す。 図 3 焼却能力別ダイオキシン類排出濃度
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要の施設（届出対象であって焼却能力２００kg/h未

満）に切り換えるケースが増えたためと推測され

る。

以上の経緯から，焼却能力が１００～２００kg/h未

満の焼却炉は廃棄物処理法上の届出対象施設で

あって焼却能力は若干低いものの，１９９７年１２月２

日以降にダイオキシン類排出抑制の進んだ新設炉

が普及したため，結果的にこの規模の廃棄物焼却

炉の排出濃度が低くなったと考えられる。
3.3.3 焼却炉の種類別ダイオキシン類排出濃度

廃棄物焼却炉の種類を一般廃棄物焼却炉と産業

廃棄物焼却炉に分類し，それぞれのダイオキシン

類排出濃度の平均値を図 4に示す。設置炉数は

ほぼ同数であるが，一般廃棄物焼却炉より産業廃

棄物焼却炉の方が約２倍程度高い値を示した。

これは，主に市町村が設置している一般廃棄物

焼却炉（全８５炉）は，産業廃棄物焼却炉に比べて焼

却能力の高いもの（２０００kg/h以上のものが３３炉）

が多く，これらについてはダイオキシン類排出規

制基準がより厳しくなっていることが要因として

考えられる。
3.3.4 集塵方法別ダイオキシン類排出濃度

廃棄物焼却炉の集塵方法別のダイオキシン類排

出濃度の平均値を図 5に示す。対象となる方式

の設置炉数が大きく異なるため単純比較はできな

いが，スクラバー方式（３炉）やサイクロン方式

（６９炉）が若干高く電気集塵機方式（４炉）がやや低

いものの，集塵方法の種類別には大きな特徴はみ

られなかった。

4. ま と め

２０００年に施行された法による廃棄物焼却炉から

のダイオキシン類排出削減の効果を，廃棄物焼却

炉設置者により自主測定され県知事に報告された

２０００～２００５年度のダイオキシン類測定データ等を

用いて検証するため，まず本県の廃棄物焼却炉か

らのダイオキシン類年間排出量を推計した。ま

た，２００４年度に自主測定されたダイオキシン類測

定データを使用して，焼却炉の属性（設置年度，

焼却能力，焼却炉の種類及び集塵方法）の相違と

表 3 焼却能力とダイオキシン類の排出基準等

焼却能力
（kg/h）

廃棄物処理
法設置許可

新設炉 既設炉

排出基準 設置時期 排出基準 設置時期

４０００≦ 要 ０．１ １９９７．１２．２以降 １ １９９７．１２．１以前

２０００≦ ＜４０００ 要 １ １９９７．１２．２以降 ５ １９９７．１２．１以前

２００≦ ＜２０００ 要 ５ １９９７．１２．２以降 １０ １９９７．１２．１以前

５０≦ ＜２００ 不要 ５ ２０００．１．１５以降 １０ ２０００．１．１４以前

表 4 焼却能力別及び設置時期別設置炉数

焼却能力
（kg/h）

設置炉数
（２００４年度）

設置時期別炉数

１９９７．１２．２以降 １９９７．１２．１以前

２００≦ ＜２０００ ４９ １５（３１％） ３４（６９％）

１００≦ ＜２００ ６９ ５２（７５％） １７（２５％）

５０≦ ＜１００ ２１ １１（５２％） １０（４８％）

図 4 焼却炉の種類別ダイオキシン類排出濃度

図 5 集塵方法別ダイオキシン類排出濃度

注）「複合処理」は２種類の集塵方法を組み合わせたも
のである。

報 文２２０

５６─ 全国環境研会誌



ダイオキシン類の排出濃度との関係を調べた結

果，以下の知見が得られた。

１）本県における廃棄物焼却炉からのダイオキ

シン類の年間排出量は，２００２年度を境に大幅に減

少し，その後，ほぼ横ばいで推移している。２０００

年度を基準にすると２００５年度の年間排出量は約

８５％削減されており，全国とほぼ同レベルの法規

制による排出量削減の効果が確認された。

２）２００１年度以降に設置された廃棄物焼却炉の

ダイオキシン類排出濃度は，２０００年度以前に設置

されたものよりも明らかに低い値を示しており，

法規制の効果によるものと考えられる。

３）より厳しい排出基準が適用されている焼却

能力が２０００kg/h以上の廃棄物焼却炉のダイオキ

シン類排出濃度は，２０００kg/h未満のものに比べ

低い値を示した。

４）産業廃棄物焼却炉に比べて比較的焼却能力

の大きい一般廃棄物焼却炉の方が，ダイオキシン

類の排出濃度は約１�２程度低い値を示しており，
焼却能力の高い廃棄物焼却炉ほど厳しい排出基準

が適用されていることを反映していると考えられ

る。

５）集塵方法別のダイオキシン類の排出濃度に

ついては，大きな特徴はみられなかった。
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